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第６期名古屋市障害福祉計画策定部会資料の概要 
新型コロナウイルスの関係で４月２７日（月）、５月２９日（金）に予定されていた第６期障害福祉計

画策定の部会が中止されました。名古屋市から送付された４月部会の資料を抜粋してお知らせします。

４月部会資料の中で、「自立生活援助事業は、精神障害に対応した地域包括ケ

アシステム構築の具体的施策の一環をなすものです。利用者数がサービス見込

量を大幅に下回っている問題点を精査して、第６期計画に反映させること」等

の意見を提出しました。５月部会の審議項目は「成果目標」で、意見提出期限

は６月５日です。資料が送付され次第、内容を精査し意見提出する予定です。尚、資料内容は随時お知

らせしますのでご参照ください。今後の部会開催予定日は、６月２９日（月）、７月２７日（月）、８月

２４日（月）、９月２５日（金）となっています。 （名古屋市第６期障害福祉計画策定部会委員：池山） 

精神障害者保健福祉手帳所持者数（年齢区分別） 単位：人 

区  分 H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R 元年度 

18 歳未満 ４１２ ４９５ ５７８ ６４５ ７６１ 

18 歳以上 65 歳未満 １６,９１５ １７,９７７ １９,１４４ ２０,４４４ ２２,００５ 

65 歳以上 ３,９３０ ４,１６７ ４,３９５ ４,６０６ ４,８４６ 

合  計 ２１,２５７ ２２,６３９ ２４,１１７ ２５,６９５ ２７,６１２ 

精神障害者保健福祉手帳交付者における発達障害の割合 単位：人 

区  分 H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R 元年度 

18 歳未満 ３１３ ３７１ ４０９ ４６８ ６４６ 

18 歳以上 ８４０ １,０８１ １,３２４ １,５８１ ２,３５２ 

合  計 １,１５３ １,４５２ １,７３３ ２,０４９ ２,９９８ 

全手帳所持者数 ２１,２５７ ２２,６３９ ２４,１１７ ２５,６９５ ２７,６１２ 

精神科病院に１年以上入院している患者数・退院率 

項  目 H２８年度 H２９年度 H３０年度 令和２年度目標 

入院後３カ月時点退院率（居住地） ６６.０％ ６４.０％ 

※２ 

６９.０％ 

入院後６カ月時点退院率（居住地） ８４.０％ ８４.０％ ８４.０％ 

入院後１年時点退院率 （居住地） ９０.０％ ９１.０％ ９１.０％ 

１年以上入院患者数（６５歳以上）※１ １,１７７人 １,２７８人 １,２０７人 ８６８人 

１年以上入院患者数（６５歳未満）※１ １,２６６人 １,２７４人 １,１６８人 ９４０人 

１年以上入院患者数（居住地）計 ※１ ２,６８３人 ２,５５２人 ２,３７５人 １,８０８人 

【補足】                                  ※３ 
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※１ 平成２８年度は、病院所在地ベース。平成２９年度以降は、居住地ベース。 

※２ 国から令和２年度夏ごろ提供される予定である。 

※３ 令和元年度は、国から令和３年度に提供される予定である。 

精神障害者障害支援区分認定状況（令和元年１０月１日時点） 

区 分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

精神障害者 
116 人 

3.2％ 

1,762 人 

49.3％ 

1,080 人 

30.2％ 

324 人 

9.1％ 

96 人 

2.7％ 

196 人

5.5％ 

3,574 人

100％ 

身体・知的 

難病・全体 

222 人 

1.5％ 

2,654 人 

18.2％ 

3,007 人 

20.6％ 

2,418 人 

16.6％ 

1,999 人 

13.7％ 

4,298 人 

29.4％ 

14,598 人 

100％ 

障害福祉サービス支給決定者数の推移 

区 分 H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R 元年度 

身体障害者 ５,５４４人 ５,６９４人 ５,８５１人 ６,０３５人 ６,１３８人 

知的障害者 ５,６２３人 ５,８７９人 ６,０７５人 ６,３５０人 ６,４９９人 

精神障害者 ４,７８９人 ５,２８１人 ５,８９２人 ６,６５４人 ７,１８３人 

障 害 児 ９０６人 ９０５人 ９１３人 ９０３人 ９７７人 

難 病 患 者 ７５人 ８８人 １１２人 １１９人 １３２人 

自立生活援助利用者数           参考：自立生活援助事業とは 

▷自立生活援助事業は、平成３０年４月１日

より、障害者総合支援法第５条第１６項に基

づいて創設されました。 

▷サービスの対象者は、一人暮らし又は一人

暮らしと同様の状態にあり支援が必要な者。 

▷サービスの内容は、概ね週に 1 回以上、最

低でも月 2 回以上、利用者の居宅訪問を行い 

・食事、洗濯、掃除などに課題はないか 

・公共料金や家賃に滞納はないか 

・体調に変化はないか  ・通院しているか  ・地域住民との関係は良好か 

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 

▷定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、 

電話、メール等による随時の対応も行います。 

▷サービスの利用期間は、1 年間（市町村判断で最大 1 年延長可能）です。（参考記事：事務局/堀場） 

 

区 分 H３０年度 
R 元年度 

参考値 
R２年度 

身体障害者 ０人 ２人  

知的障害者 ０人 ２人  

精神障害者 １人 ５人  

難 病 患 者 ０人 ０人  

計 １人 ９人 ０人 

サービス見込量 ４０人 ４０人 ４０人 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定想定スケジュール 

新型コロナ感染の影響で６回開催予定の部会が４回になりそうです。スケジュール

では、８月部会で「全体のまとめ」、９月部会で「計画素案」、１１月の障害者施策推進

協議会を経て１月にパブリックコメントを実施し、２月市議会に提出される予定です。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fmhd4%2Fimg284%2F450-20130318162656166127.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fimg284%2F166127_2432244.html&tbnid=i1bbFeQ7BvezjM&vet=12ahUKEwjI6uz7t7PpAhWLL6YKHVNVCNIQMyglegUIARCMAg..i&docid=YTK2_ZnhkUjeZM&w=1200&h=1200&q=%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%B8%B3%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwjI6uz7t7PpAhWLL6YKHVNVCNIQMyglegUIARCMAg

